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はじめに 

 

本書は、当方ベーシック・インカム（BI）研究の序論ともいうべき小論文で、

そのモチベーションを箇条書きにしたものです。 

 いくつかの新しい気付きがあり、先に WEB 上に公開したところ、尐なからず

反響を得ました。 

 貴方がこの図書館を訪れ、本書に接し、BI に興味を持ったとしたら、正に本

望です。このような書籍を最後まで真面目に読み切った貴方には、未だ黎明期

にある BI 研究を真剣に考えていただければ幸いです。 

 

斯様な目的意識の下で公開された本書は、このように簡潔な小論文であるべ

きだと考えました。今後、当方の BI 研究は、この小論に次々とパッチを当てて

いく見込みです。次の公開時には、かなりのボリュームを伴った論文に仕上げ

たいと思いますが、私は専業の職業研究者ではないため、なかなか難しい課題

だと思われます。 

 

今後の BI 研究の課題としては、以下の通り挙げられます。 

 

１．財源等の具体的数値をより精微に算段 

２．BI シミュレーション 

３．各種アンケート調査 

４．BI 運用実験 

５．政策提言 

 

 後に、北海道（約 550 万人）・沖縄（約 135 万人）における数年間の社会実験

を提案しておりますが、685 万人に月額 5万円を配給すると、年間予算はおおよ

そ 4 兆 1 千億円です。何か、すぐにでも実現してしまいそうな、BI はとても魅

力的なトピックスです。大衆煽動のツールとして利用されるかもしれません。 

配給は、ゲッツ・W・ヴェルナー1によれば、満額で月額 1500 ユーロとしてい

ます。さすがに、これには無理があります。 

BI にも色々あって、ゲッツ・W・ヴェルナーのように社会思想的な側面からの

切り口があって、他方、経済学からのアプローチがあります。最近では、経済

学者が真剣に、現実的な政策として BI を論じるトレンドが尐なからず見受けら

れます。 

                                                   
1 ベーシック・インカム(2007 現代書館) 第一章 ゲッツ・W・ヴェルナーの提言、および

彼とのインタビュー 
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前者は、BI 配給をより多く見積もる傾向があり、多くの場合にリベラル的で

す。後者は、つとめて抑制的ですが、一歩間違えば国を憂う若き将校のように、

情熱的に、魅惑的に民を煽るかもしれません。 

恣意的な向きに翻弄されず、また禁忌を伴う危険思想としてレッテルを貼ら

れないよう、私たちは注意深く、極めて科学的にアプローチしていく必要があ

りそうです。 
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著作物の利用について 

 

膨大な数の記事の中に埋もれてしまうトピックスを引用し、保持する目的に

より著作物の利用を行います。この場合において、その引用は、公正な慣行に

合致するものであり、かつ報道・批評・研究・その他、引用の目的上正当な範

囲内で行うものです。 

 

・本文中に添付した図表が他所からの引用の場合は、その出典を図表に近接し

て明示します。WEB 上からの引用がある場合は、当該引用著作物の所在ページ

への直接リンクおよび当該著作権利者の所在を明示します。出所の明示なき

図表はオリジナルです。 

 

・本文中の記述にかかる引用または参照については各項下部にその出典または

参照元を明示します。参考文献については巻末にその旨、明示します。 

 

許可なく本書の一部または全体を公開、転用、複製、販売することを禁じま

す。本書の無断複写（コピー）は、著作権法上での例外を除き、禁じられてい

ます。 
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ベーシック・インカム（BI）小論 

 

概説 

 

本書でいうベーシック・インカム（BI）は、生活保護等に最たる行政の裁量

による個別の対策としての社会保障制度ではなく、国民生活における最低限度

の収入を一律に配給しようとする政策の構想である。 

 その内容は、簡単に、主に日本国民（日本国内居住者に限る）の全員に一定

の流通貨幣を給付するというものである。原則として、現行の社会保障制度は

全廃とし、各種控除も全廃とする。 

 

 21 世紀初頭、我が国のプライマリー・バランスは極度の不均衡状態にある。

現状を脱するためには、その主要なコストとなる社会保障制度は単純明瞭で、

その運用に付随するコストは極小化されなくてはならない。国家の一機能であ

る社会保障が、国庫全体のキャッシュ・フローを悪戯に妨げるものであっては

ならない。 

 しかしながら、現状における日本の税制、財政は複雑に過ぎ、不要な中間コ

ストを膨大に膿出している。様々に乱立された社会保障制度は膨張し続け、利

権化し、組織は自己目的化している。その運用（ミーンズ・テスト）も、多く

の場合に恣意的である。 

 『役人の、役人による、役人のための仕事』をつくり出すための装置と化し

た社会保障制度の内容は、国家財政の危機的状況にある今こそ革新されなけれ

ばならない。 

そこで、階級闘争を回避しつつ、この危機からソフトランディングする極め

て有効な方法がベーシック・インカムであるものと考えるところである。 

 

 現状において莫大な社会保障コストを抱える日本だからこそ、世界の中で唯

一、日本だけが実現可能な政策構想であるというものである。 

 財源は、現行の社会保障制度に付随するあらゆるコストを算出するところか

らはじまる。それをゼロサムで組み替えるのが、基本的なやり方である。 

ただ一律に配ることによる運用コストの削減効果は、小さくないはずだ。 

 

例えば、生活保護一人にかかる職員コストだけでも生活保護費の数倍という

現状を逆算しただけでも、ベーシック・インカムの財源は膨らむ。 

月 20 万円の給料の対価としての仕事がある。しかし、実はその労働をつくり

出すのに月 30 万円のコストを費やしているといった事例は、官民問わず多いも
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のだ。 

そんななれ合いを続け、日本丸という泥船を沈むまでこぎ続けるよりも、「直

接 20 万円を給付してしまえ」というのが、ベーシック・インカムの観念的なモ

チベーションであろう。 

公共事業も然り、行政として手段と目的を混同するべきではない。手段が目

的化し、本来の目的が形骸化し、手段が肥大化し、結局は無駄の蓄積になって

しまうからだ。 

 

 現行の社会保障財源の総量を算出し、組み替えるだけの財源論は、かなり簡

単に、かつ正確に算定が可能である。問題は、資金が余剰するか、不足するか、

である。 

いずれにしても給付の総量は膨大なものになる。現行の社会保障制度にかか

るあらゆるコストの総量が膨大であればあるほど、ベーシック・インカムの実

現可能性は高くなるという算段だ。 

然るに、代替としてのベーシック・インカムの仕組みは、簡単でなくてはな

らない。そして、より『小さな政府』実現のためのスキームとして設計される

べきものである。 

 

 故に、今この日本でベーシック・インカム理論を現実の政策課題として検討

することには意味があるといえよう。 

 

 今、行政コストの無駄を圧縮しなければならない事は誰でも知っている、し

かしどうすることもできない『ぬるま湯の中の蛙』が日本の中の国民であり、

政治家であり、役人である。 

問題意識は共有されている今だからこそ、一度熱いお湯を注いでしまえば、

社会的立場を超えた相互理解が急速に進む公算は大なるところである。 

 

 一方、このベーシック・インカムは、国民に機会の均等を施し、言い訳をさ

せず、『結果の平等』を指向する悪平等の主義から脱する絶好の契機となるかも

しれない。 

一億総カルト『平等教』からの脱却が、「出る杭を打たない」、「先行者の足を

引っ張らない」、自律的な日本社会の実現の一助となり得るものと思量する。 
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財源案 

 

・現行社会保障制度にかかる総費用（現行社会保障制度にかかる人員コストの

削減費用を給付財源に組み替える） 

・現行の年金原資を政府ファンドに移管 

・消費税 30％（61 兆円） 

 

・特定目的宝くじ 公営ブックメーカー カジノ等 

 

その他税収見込み 

 

・各種控除の全廃 

 

競争力の源泉 

 

□ 尐子化対策 

 

ベーシック・インカムの政策構想は、今のところ具体的な財源論の段階にな

いため、給付単位を世帯ではなく個人として想定している。このため、子供の

数が増えれば世帯収入が増えるため、尐子化対策として機能する。 

 

□ 地方活性化 地価の平準化 

 

ベーシック・インカムの給付額は、注①地域通貨の為替水準によって差異は

生じるものの、基本的には全国一律である。このため、物価水準の低い地方に

移住するインセンティブが働き、人口の一極集中を緩和する効果を発揮する。 

需要を分散し、大都市の地価を押し下げる（地価の全国平準化）。地価の平準化

は、全体として全国地価の平均を押し下げる。 

 

※注① 

当方の提唱するベーシック・インカム理論は、地方分権を前提としている。

この場合、道州制を想定し、それぞれの道州単位の地域通貨（地方政府紙幣）

を発行する。地域通貨はそれぞれの為替を前提として、為替市場のシステムを

構築する。 

各地域通貨の為替水準は、各地方政府への信用・評価に依存する。地域通貨

の自由な為替市場は、地方分権時代における各地方政府の自己責任を担保する
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ものであると同時に、それぞれの地域通貨の流動性を担保するものである。 

ベーシック・インカムの給付は、一度円通貨の換算によって建てられた原資

を、居住地の地域通貨に交換され、住民に配給される。 

この地域通貨はヘリコプター・マネーの一種であるが、インフレ抑制のため

にその原資はあくまで国税であり、円建ての債券である。 

円通貨から換算して、評価の低い A地域通貨には多く交換され、評価の高い B

地域通貨には尐なく交換される。この結果、原則として A 地域の可処分所得は

為替格差分だけ増加する。 

この様にして、ベーシック・インカムは、地域バランスを保つスタビライザ

ー（※以下、BI スタビライザーという）としての自動調節機能を有する。 

 

□ 雇用の流動性 

 

ベーシック・インカムが雇用の流動性を担保するため、景気の調整弁として

の雇用調整を容易にし、企業の競争力を高める。 

 

□ 企業負担の軽減 

 

現行の厚生年金保険の企業負担分がなくなるため、法人に対する減税効果が

生じる。 

 

景気刺激 

 

多くの場合、低所得者ほど消費性向が高いため、ベーシック・インカムの全

国一律のヘリコプター・マネーとしての特性を鑑みれば、ピラミッドの中間よ

り下に広がる低中所得者の旺盛な消費需要は長期継続的に喚起されるはずであ

り、ベーシック・インカムの持続的な景気刺激効果を認める。 

ベーシック・インカムの財源を消費税に求めた場合、低所得者の消費性向が

抑制されるため、品目別課税のあり方が問われるだろう。 

しかしながら、低所得者の旺盛な消費性向の対象となる品目を非課税とした

場合、ベーシック・インカムの財源としての消費税収の総額は縮小するという

ジレンマに陥る。 

高所得者への給付制限は、財源の節約に役立つが、制限水準に近しい 2 点の

所得層間においてモラルハザードがおこるため、難しい。 

但し、行政コストに比して特段の有用性を認めない限り、ベーシック・イン

カムの本来的な趣旨に鑑みれば、行政の裁量は極力排除されるべきであるとい
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えよう。つまり、無条件の一律給付である。 

 

 日本人の高い貯蓄性向は、依然として日本銀行の発行する円通貨によって行

われるはずである。これは、主に信用度、外国為替等の汎用性に起因した予測

である。 

低中所得者の旺盛な消費性向は配給される地域通貨によって充足され、不足

分はその他所得によって補完される。余剰した所得は円通貨建てとして貯蓄や

投資にまわるだろう。 

 つまり、ベーシック・インカムによって給付された地域通貨は、多くが消費

や投資に費やされる公算大なりというところであって、消費券としての使用期

限の定めは特に必要ないものと解される。 

 

 

 

※BI 消費傾向イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

BBII775500  

（（年年間間所所得得775500万万円円以以下下））  

週週））  

BBII550000  

（（年年間間所所得得550000万万円円以以下下））  

BBII225500  

（（年年間間所所得得225500万万円円以以下下））  

累累
進進
課課
税税  

所所得得制制限限  

BBII11000000  

BBII消消費費（（110000%%））層層  

モモララルルハハザザーードド線線  
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就農支援 

 

ベーシック・インカムが就農希望者の地方移住を担保し、農業労働者の若返

りに寄与する。 

 

様々な生き方 文化 芸術 海外からの観光客 

 

ベーシック・インカムが様々な生き方を許容し、文化人や芸術家を育む。日

本発のサブカルチャー等が海外に発信され、日本のファンを獲得し、海外から

の観光客の誘致に寄与する。 

 

特定加算 

 

多くのベーシック・インカム理論は、現行憲法下における国民の勤労義務を

前提としている。多分に補完的な公的収入保証制度であるといえる。 

 従って、その前提となる勤労（所得）が期待できない一定のセグメントにつ

いては、その程度に応じた収入加算を行う必要があろう。 

 

 収入加算により、その給付される流通貨幣の総量を分母とする巨大な産業が

現れるだろう。 

当該産業は、国民の将来見通し（マインド）に強く影響する極めて重要なイ

ンフラとなるが、ここに公務を関与させてはならない。 

 その巨大な産業組織が利権と化し、自己目的化しても、社会全体のキャッシ

ュフローの妨げにだけはならないようマネージされなければならない。 

 超大な需要が余剰し、不足した供給分の担い手は、主に東南アジアから出稼

ぎにやってくる外国人になるだろう。 

 この海外からの出稼ぎ労働者の取り扱いをどうするか、米国式か、ヨーロッ

パ式か、あるいはシンガポールのように徹底した管理体制を敷くか、 

 いずれにしても、数百万人規模の海外からの労働者の流入は、日本の国の姿

を大きく変化させる事になろう。 

 

 但し、この巨大な産業は、過大な需要の見通しとして、つまり所謂『団塊の

世代』がすべて寿命を迎える頃、大幅に縮小し続ける事は想像に難くない。 

 数百万人規模の外国人が職を失う時、そんな遠くない未来のために、次の備

えるべき政策を準備しておかなくてはならない訳だ。 
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犯罪の増加 

 

ベーシック・インカムが国内のブルーワーカーを外国人に求める傾向を促進

すると、外国人による犯罪件数が増加するだろう。この場合、警察予算が増加

するか、治安が悪化するかのいずれかが想定される。 

 

懸念 

 

・現行の生活保護利権を牛耳る特定の勢力が現行制度を存続させようとする、

あるいは何らかの形で利権構造を保とうとする。 

 

・日本国民としての地位が特権化し、ナショナリズムが高揚する。 

・特に、物価水準の低い地方では、かなりの割合で高等遊民（ニート）化を促

進する。 

・単純労働の担い手としての外国人に対する優越意識が芽生える。 

・出稼ぎ外国人による犯罪が増加し、外国人に対する差別意識が醸成される。 

・優秀なビジネス・エリートは、特定の大都市か、あるいはシェルター（特区）

を形成して偏在する。 

・高所得者に対する給付制限を実施した場合、能力による階級社会化が進む。 

・ベーシック・インカムの給付は日本国内の居住者に限定されるため、日本人

の海外進出を阻害する。 

・海外駐在員に対する BI 相当の補完的な所得を、企業が負担する。 

・内向きの価値観が蔓延し、鎖国状態のモンロー主義に陥る。 

 

・BI が暴力団の資金源に流れる。 

・BI がパチンコに吸収される。 
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BI 導入 

 

 BI をいつどのようにして導入するか。 

これについては、前述の BI スタビライザー2の運用試験も兼ねて、北海道（約

550 万人）および沖縄（約 135 万人）において、数年間の社会実験を提案したい。 

 

685 万人に月額 5万円を配給すると、年間予算はおおよそ 4兆 1千億円だ。 

 

但し、最初から BI 受給だけを目的にした移住を制限する必要があるものの、

日本国憲法で保障された移動の自由との兼ね合いが難しい。つまり、時限立法

として移住の制限を実施することは難しいかもしれないということだ。 

おそらく押し寄せるであろう BI 難民が一定数を超えたとき、社会実験は数字

的にも破たんするし、本来的に収集しておきたい各種データにも狂いが生じる

だろう。 

 

 日本の場合、国家財政規模は 100 兆円を上限として、算段するべき案件であ

る。消費税 30％と各種控除全廃、公共事業の総量規制と効果的な運用、行政コ

ストの見直し、公務員の人件費の削減（現業とその然るべき管理者は保持）に

より、プライマリー・バランスの安定をはかりつつ、現行社会保障制度の総費

用を BI 財源に組み替え、現行の年金原資を政府ファンドに移管し、運用利益を

計上する。加えて、特定目的宝くじ、公営のブックメーカーを創設する。 

できることは何でもやるべきだ。カジノは反対論が強いだろう。BI がパチン

コに吸収される。暴力団の資金源に流れる。そういった懸念も多い事は否めな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 本書 10 ページ 
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あとがき 

 

□ いかにも日本的な無駄遣いのスキーム 

 

例えば、町内会（町会、自治会）という組織がある。 

成り立ちには諸説があって定まらないが、その存在意義には賛否両論がある。 

今の世においては、せいぜい一長一短といったところだろう。実は、無くて

も誰も困らない。但し、利権者以外は。 

 

「町内会に加入しなければ、ゴミを出すことができなくなりますよ」 

 

あり得ない、誰にでもわかるはずの、詭弁が通じている。地方自治体の専権

事項であるはずのゴミの収集事業は、正に人質だ。 

「市県民税の対価」「市民権の侵害」などと騒げば騒ぐほど、住民としての立

場は脅かされるだろう。 

この点、かつての隣組の性格を色濃く引き継いでいるといえる。 

 

住民組織としては唯、災害対策基本法の定めるところにより、自主的な防災

活動が期待されるところであるものの、ほとんど高齢者から構成される各自主

防災会は実力に乏しく、実際の働きは、自衛隊の災害派遣が概ね担うことにな

る。 

こういった有名無実の大義名分に多くの予算が投下されている事実は見逃せ

ないはずだが、見逃されている。 

 

町内会（町会、自治会）は、公的な根拠に乏しい任意団体に過ぎない。にも

関わらず、多くの場合、半ば強制的に参加を求められる。 

 

なぜやめられないのか。それは、利権だからである。上から下まで利権。 

それにかかわる誰もが、何かしらの利得の恩恵を受けている。天下り、仕事、

日当、名声、プライド、飲み食い、そして事なかれ主義と保身。正になれあい

の図式なのである。 

利権を手放したくない既得権益者がいて、その利権を守るための代議士がい

る。そうしている内に、そろそろ日本の財政は破たんする訳だ。 

 

平成 23 年 1 月 30 日 
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